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土地利用基本計画の利活用例について（参考） 

 

 

  各都道府県の土地利用基本計画書の記載や土地利用基本計画等に関する利活用の工夫等につき紹介し

ます。 

 

１ 計画書の記載について（例） 

  この章では、各都道府県の土地利用基本計画書の記載につき、特に以下のような工夫をしている例に

つき、計画書の項目ごとに紹介します。 

 今日的な土地利用上の課題を土地利用基本計画書に位置づけている例 

 都道府県の実情に合わせて工夫している例 

 

（1）土地利用の基本方向等 

人口減少において、空き地、耕作放棄地、管理不全の森林の増加等の課題に対応

し、適切な国土管理を実現するため、低未利用地の有効利用促進等を記載 

・人口減少下においても増加している都市的土地利用については、地域の実情を踏まえながら、行政、医

療、福祉、商業等の都市機能や居住を中心部や生活拠点等に集約するとともに、空洞化が進む中心部で

は、市街地の再開発や空き店舗・空き家対策などにより土地の高度利用及び低未利用地の有効利用を促

進し、集約型市街地の形成を推進する。郊外部の拡散的な開発を抑制しつつ、大規模集客施設の立地な

ど特定の土地利用が他の土地利用に及ぼす影響の広域性に配慮し、地域間の適切な調整を引き続き図っ

ていく。 

・都市空間における土地利用の質の高度化を進め、空洞化や人口減少・少子高齢化が進みつつある都市中

心部に商業施設及び公共施設を配置することにより、住民を呼び戻し、都市機能を充実させ、「コンパ

クトな都市」を実現します。 

 人口減少に伴う土地利用の動向に応じ、都市や農山漁村における空き地、空き家などを農地や緑地など

の自然的空間として活用し、「つなぎ」としての土地利用(中間的な土地利用)を検討し、また土地の利

用目的の転換や質的な向上を進め、県土利用におけるスマート・シュリンク(住民の生活の質の維持・

向上を図りながら、賢く縮小)を目指します。 

など 

 

災害に脆弱な地域について、安全を優先的に考慮する国土利用を実現するため、

適切な土地利用の制限や土地利用転換を記載 

・ＩＣＴを活用した防災・減災対策の強化とともに、災害リスクの高い地域の土地利用の制限や、より安

全な地域への諸機能や居住の誘導、幹線道路を活用した多重防御など、安全性を優先的に考慮する土地

利用を図る。 

 震災の津波により新たに発生した災害危険区域等の非居住地域は産業用地としての雇用創出を促す利活
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用や、市街化調整区域への編入、公園等住宅以外の利用等の検討を含め、適正な土地利用の転換を図る

ものとする。 

・災害による被害の発生と拡大を防止するため、溢水、湛水、津波、高潮等の浸水による被害や土砂災害

等を受けるおそれのある土地の、都市的利用への転換を抑制します。 

・津波に強いまちづくりを目指し、浸水の危険性の低い地域を居住地域とするような土地利用や避難場

所・避難ビル・防波堤・防潮堤・海岸保安林等の計画的整備などを進める必要がある。 

・（津波等の災害を回避し県土構造を再編するため、）沿岸・都市部は、これまでに集積した生活や産業等

の都市機能を守るために防災施設を効果的に配置し、都市の防災機能を高めるとともに、これまでの営

みの中で育まれた歴史や伝統文化の保全に配慮しつつ、災害危険性の少ない低・未利用地等を活用した

住宅地の整備や緑地空間の創出など計画的な土地利用により、都市の再生を促進する。内陸・高台部を

通過する新東名高速道路や高規格幹線道路のインターチェンジ等の周辺地域は、都市的土地利用の需要

増加が見込まれ、開発に起因する災害の発生や景観・環境への影響が懸念される。このため、産業や生

活の基盤整備に当たっては、計画的な配置に努め、乱開発を抑止するとともに、農村や森林等の環境の

保全、建築物の高さ制限を含め景観への配慮を図る。防災・減災に対応した県土構造の再編（地域別の

土地利用の基本方向） 

など 

 

県内を複数の地域に区分し、地域ごとの土地利用の問題に対応するため、地域ご

との土地利用の基本方向を記載 

・浸水を受けた地域などを災害危険区域に指定し居住を制限しつつ、高台及び内陸部への移転や職住分離

を促進する。災害危険区域の移転跡地は、産業用地としての雇用創出を促す利活用や、市街化調整区域

への編入、公園等住宅以外の利用等の検討を含め、適正な土地利用の転換を図るものとする。（県北東

部地域の土地利用の基本方向） 

・中部横断自動車道のインターチェンジ周辺をはじめ今後開発の可能性がある地域においては、周辺地域

を含めた計画的な土地利用を図るものとします。（リニア中央新幹線の整備等により、一層の発展が見

込まれるため、）国道 153 号伊那バイパス・伊南バイパス沿線をはじめ今後開発の可能性がある地域に

おいては、周辺地域を含めた計画的な土地利用を図るとともに、飯伊地域においては定住自立圏構想を

踏まえた広域的な土地利用を図るものとします。 

・今後の土地利用にあたっては、離島の持つ自然的、社会的特性と島民のニーズに配慮しながら総合的な

土地利用を図る（離島地域の土地利用の基本方向）。 

など 

 

被災地域の復興に資するため、被災地域の土地利用の方向を記載 

・農林業・農山村の復興に当たっては、単なる復旧にとどまらず、生産力向上に資する取組に努めるとと

もに、災害に強い土地利用の在り方を再構築する。 

・津波被災地域では、海岸堤防の嵩上げ、防災緑地・海岸防災林（防潮林）の整備などの多重防御による
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総合防災力の向上を図る取組を推進する。 

など 

 

国土管理への多様な主体の関わりを踏まえ、土地利用の総合マネジメントを記載 

・県は、総合的な観点で土地利用計画などの基本的な施策を策定するとともに、土地利用の影響の広域性

を踏まえ、地域の実情に即して県土利用の諸問題に取組む。市町村は、県の計画を基本として、住民の

意向を反映した市町村の区域内における土地利用の方向を示す。事業者は、地方公共団体が実施する施

策に協力する。（県土利用の総合マネジメントとして、県・市町村・事業者それぞれの役割を記載） 

・府民ぐるみで京都の森を守りは育むモデルフォレスト運動など、都市住民等の多様な主体による森林づ

くりや農地の保全管理等直接的な土地管理への参画と協働を推進する。 

・土地利用をめぐる様々な関係性の深まりや多様な主体のかかわりの増大を踏まえ、地域社会において、

県土利用の基本的な考え方について合意を図る。また、土地利用転換と適切な維持管理、再利用といっ

た一連のプロセスを管理する視点、県土利用の質的向上などの視点も踏まえ、地域の実所に即して県土

利用上の問題に取り組んでいく。 

など 

 

地域の実情に応じた土地利用の基本方向等を記載 

・大規模集客施設の郊外への立地が集客の分散化と中心市街地の衰退を招いていることから、当該施設を

商業機能及び業務機能が立地すべき地区への立地を誘導し、また市町村が策定する当該施設の立地誘導

の計画等に基づいて、大規模集客施設の適正な立地を推進します。食料自給率の向上や農業生産力の維

持強化のため、農地から都市的土地利用への無秩序な転換の抑制により優良農地を確保し、また、農業

の担い手の確保を図る施策を進め、耕作放棄地の発生防止及び再生を図ります。（地域経済の自立） 

・準都市計画区域（の土地利用の原則）については、都市地域に準（じ、良好な都市環境の確保、形成及

び機能的な都市基盤の関日等に配慮しつつ、既成市街地の整備を促進するとともに、市街化区域又は用

途地域において今後新たに必要とされる宅地を計画的に確保、整備することを基本とする）ものとす

る。 

など 

 

（2）重複地域の土地利用に関する調整方針等 

 五地域全体に係る土地利用の調整方針を具体的に記載 

・災害などによる県民の生命及び財産への被害をできる限り無くすため、浸水被害や土砂災害等の災害が

発生するおそれのある土地又は地震による液状化現象や切土盛土の崩壊など地盤災害が発生するおそれ

のある土地は、都市的利用への転換を抑制することとします。土砂災害により著しい危害が生じるおそ

れがある区域については、都市的利用への転換を極力抑制するものとします。再生可能エネルギーの導

入については、周辺地域の環境や景観に配慮しつつ、施設等の設置に必要な土地利用の調整を進めてい

きます。 
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など 

 

重複地域において優先する土地利用について、地域の実情に応じた優先順位や誘

導の方向を記載 

・保安林以外の森林地域と自然保全地域の特別地区が重複する場合：自然環境の保全を優先させるものと

する。 

・市街化区域又は用途地域以外の都市地域と農用地区域以外の農業地域とが重複する場合： 原則とし

て、農用地としての利用を優先するものとします。ただし、土地利用の現況に留意し、農業上の利用と

調整を図りながら、本基本計画を踏まえた、国土利用計画法による計画等に基づく都市的利用について

は、認めるものとします。 

 市街化区域又は用途地域以外の都市地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合：森林として

の利用の現況に留意しつつ、森林としての利用との調整を図りながら、本基本計画を踏まえた、国土利

用計画法による計画等に基づく都市的利用については、認めるものとします。 

・市街化区域及び用途地域以外の都市地域と農用地区域以外の農業地域とが重複する場合：原則として、

農用地としての利用を優先するが、土地利用の現況に留意しつつ、農業上の利用との調整を図りなが

ら、都市的な利用を認めるものとする。（森林地域との重複についても同じ。） 

・市街化区域及び用途地域以外の都市地域と農用地区域以外の農業地域とが重複する場合：土地利用の現

況に留意し、農業地域の特性に応じた良好な生産及び生活環境の一体的な形成を進めながら、都市的な

利用を認める。 

 農用地区以外の農業地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合：土地利用の現況に留意し、

農業地域の特性に応じた良好な生産及び生活環境の一体的な形成を進めながら、森林としての利用を認

めるものとする。 

など 

 

耕作放棄地、農用地における幹線沿道など特に土地利用調整が必要な地域の留意

事項を記載 

・農用地として再生活用できるものについては、生産のための基盤整備や農業の担い手への利用集積の促

進等により、有効活用を図るものとし、既に森林化しており、農用地としての活用が困難なものについ

ては、計画的に森林地域等へ変更し、適正な土地利用を図るものとします。（耕作放棄地の増加への対

応）特に、優良農用地を通過する幹線道路の沿道においては、農用地の集団化、農作業の効率化等に支

障を来すことのないよう十分な配慮が求められています。このため、農用地の利用転換に際しては、農

業的利用と都市的利用の視点から、具体的には、食料生産の確保、農業経営の安定、地域の農業と景観

等に及ぼす影響と、地域の実情に応じた開発の必要性について、沿道の土地利用を規制・誘導する調整

方針を立て、適正な土地利用を図るものとします（幹線道路沿いの開発への対応）。特に、厳しい開発

制限を伴う市街化調整区域に比べ、隣接した土地利用規制の緩やかな地域においては開発圧力が高まる

ことが予想されるため、隣接する地域の間で一体的な土地利用が図られるよう都市的利用と農業的利用
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等との調整を行い、厳格な規制・誘導を伴う適正な土地利用を図るものとします（地域間の土地利用へ

の対応）。 

・非線引き都市計画区域（用途地域を除く））と農用地区域とが重複する地域における留意事項：必要に

応じて都市計画法に基づく特定用途制限地域等を適用するなど、土地利用の適切性を確保する。 

 優良農地内を通る幹線道路の沿道における留意事項：優良な集団的農地内を通る幹線道路の沿道におい

ては、インフラへの影響を及ぼす施設の立地や良好な田園風景を阻害するような無秩序な開発行為を抑

制していくことが必要である。また、集団的な優良農地を保全しつつ、幹線道路の沿道における営農環

境へ支障を及ぼすおそれのある農用地区域の除外は適当でないものとする。なお、農用地を他用途へ転

用する場合は、その位置・規模等の適切性や農用地の集団化、農作業の効率化等に支障を及ぼすことの

ないように十分に配慮する。 

など 

 

太陽光発電施設設置事業など最近の土地利用に伴う課題等に対応した留意事項を

記載 

・特に太陽光発電施設設置事業や土砂採取等による大規模土地開発が増加する傾向が見られることから、

森林地域等において大規模な土地利用転換を図る場合には、復興事業等の需要に即しつつも開発に伴う

影響が広範囲に及ぶことを考慮して、周辺地域を含めた土地利用の状況や自然的・社会的条件等につい

て十分な調査を行うとともに、住民の意向も尊重し、安全性の確保や国土の保全、二酸化炭素吸収等森

林の公益的機能の維持、さらには景観等に配慮した適正な土地利用を図る。 

・東日本大震災復興特別区域法に基づき土地利用基本計画を変更する場合には、当該変更に関する事項を

復興整備計画に記載し、復興整備協議会で協議を行うこととなる。協議後、復興整備計画を公表するこ

とにより、土地利用基本計画の変更がなされたものとみなされる。なお、防災集団移転促進事業による

宅地整備などの復興整備事業により、個別規制法の農業振興地域や地域森林計画対象民有林などの区域

の変更に伴い、土地利用基本計画の農業地域や森林地域などの地域の変更を行う必要がある場合には、

個別規制法との整合を図りながら、復興整備協議会で同時に協議することを基本とし、復興整備事業の

円滑かつ迅速な実施を図るものとする。 

など 

 

調整方針の記載につき、わかりやすく表記を工夫 

・重複する地域を示した概念図を表示 
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＜参考＞静岡県土地利用基本計画 

 ※図は重複イメージであり面積シェアを示すものではない。 

（例）①都市地域と農業地域とが重複する地域（斜線部は重複部分を示す） 

 

（出典：静岡県土地利用基本計画） 

など 

 

２ 土地利用基本計画図の利活用について（例） 

  この章では、各都道府県における土地利用基本計画図の利活用につき紹介します。 

 

土地利用基本計画図は、総覧性があることから、開発審査案件や土地利用調整の

際に現況確認等として活用 

・廃棄物処理施設、自然公園等における建築物、優良田園住宅の建設及び都市再生機構法に基づく賃貸住

宅建設等の事業における土地利用の調整 

・事業者との事前相談時に利用 

など 

 

土地利用基本計画以外の土地利用に関する計画策定の際の資料・指針として活用 

・市町村の都市計画マスタープラン作成資料としての活用 

・都市計画等の変更の際の庁内調整の指針 

など 

 

土地利用計画図に細区分やハザードマップを重ね合わせ統合型ＧＩＳとして活用 

・土地利用情報のほか、ハザードマップ、埋蔵文化財、防災情報等様々な情報を重ね合わせ、広く一般に

も公開している（開発業者が現況把握のため利用する例が多いようである）。 
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＜参考＞おかやま全県統合型ＧＩＳについて 

   おかやま全県統合型ＧＩＳは、県下全域のデジタルオルソ画像（航空写真）を配信する地理情報シ

ステムとして、岡山県が整備し、平成 14 年 4月から運用。 

  （岡山県が公開している地図情報） 

  【土地利用情報】 ・土地利用基本計画図 

  【防災情報】 ・避難所 ・ヘリポート適地 ・雨量観測所 ・水位、潮位観測所 ・震度ネットワ

ークシステム設置場所 

  【浸水想定区域情報】 ・浸水想定区域情報 

  【土砂災害情報】 ・土砂災害危険箇所 ・土砂災害警戒区域、特別警戒区域情報 ・山地災害危険

地区情報 

  【農業農村情報】 ・ため池 ・湛水防除 

  【文化財情報】 ・国指定、県指定文化財 ・埋蔵文化財（遺跡） 

  【その他】 ・電気自動車充電設備 ・公衆無線ＬＡＮサービスおかやまモバイルＳＰＯＴ ・岡山

県収入証紙販売場所 ・ももっこステーション地域子育て支援拠点 

 

（出典：岡山県ＨＰおかやま全県統合型ＧＩＳ） 

など 
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３ 土地利用基本計画に実効性を持たせるための工夫について（例） 

  この章では、上記の他、各都道府県の土地利用基本計画等に実効性を持たせるための取組を紹介しま

す。 

 

条例・要綱等に、開発行為の適合基準等として位置付け 

・土地利用の方向性や調整のあり方を明らかにするため、条例、要綱等に開発行為の適合基準や概括的基

準の一つとして土地利用基本計画を位置づけ。 

 

土地利用のモニタリングを実施 

・土地利用に関する各種データを集め「秋田県の土地利用」及び「国土利用計画管理運営資料」を毎年作

成し、県のホームページに掲載 

・国土利用計画の進捗状況の把握と点検・評価・改善を行うため、PDCA を実施している。 

など 

 

＜参考＞大阪府国土利用計画 PDCA 検討シート 
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（出典：平成 27 年度第１回大阪府国土利用計画審議会資料（参考資料２）） 

 

38 条審議会の活性化のため、審議会にモニタリング結果を報告 

・県土利用のモニタリング結果の報告 

・都市計画区域、農業振興地域等の変更を諮問する際に、変更区域の災害リスク（水害ハザードマップ、

土砂災害計画区域等の指定）及び鳥獣保護区等の指定状況等を報告 

など 

 

※当該資料は、現在までのヒアリングやアンケートに基づき作成。計画書については、平成 28 年 3月現

在（一部最終案を含む。）の土地利用基本計画に基づき記載。なお、編集の都合により一部要約した部

分や言葉を補っている部分がある。 


